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水道工事施工管理基準 
 

１．目 的 

 この水道工事施工管理基準は、山口県土木工事共通仕様書 第１編 第１章 １ʷ１ʷ

24（施工管理）に規定する土木工事の施工管理基準である「山口県土木工事施工管理基

準」に記載のない水道工事について補完するものであり、特に定めのない事項について

は、原則、「山口県土木工事施工管理基準」の規定によるものとし、施工管理において実

施する出来形及び品質管理の規格値の基準を定め、工事目的物の出来形及び品質管理の確

保を図ることを目的とする。 

  

２．適 用 

（１） この基準は、岩国市水道局が発注する管布設工事などの土木工事に適用する。 

    ただし、工事の種類、規模、施工条件等により、この基準によりがたい場合は、

監督職員の承諾を得て、他の方法によることができる。 

    なお、設計図書に明示されていない仮設構造物等は除くものとする。 

（２） 道路復旧等の施工管理については、各道路管理者等の定める基準によるものとす

る。 

 

３．構 成 

 施工管理の構成は下記によるものとする。 

              ------------------工程管理 

    施工管理---------------------------------出来形管理 

              ------------------品質管理 

              ------------------写真管理 

 

４．管理の実態 

（１） 受注者は工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めるとともに出来

形及び品質管理項目を施工計画書に明記し、これに基づき実施しなければならな

い。 

（２） 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなけれ

ばならない。 

（３） 受注者は、測定（試験）等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよ

う速やかに実施しなければならない。 

（４） 受注者は、測定（試験）等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な管

理のもとに保管し、監督職員の要請に対し速やかに提示するとともに、検査時に提

出しなければならない。 
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（５）受注者は ICT 技術推進による施工管理のデジタル化を実施する場合は「ICT を活用

したダクタイル鉄管管路の施工管理（JDPA T 100）」によることを基本とし、監督職

員と協議のうえ実施するものとする。 

 

５．管理項目及び方法 

（１） 工程管理 

    受注者は、工程管理を工事内容に応じた方式（ネットワーク（ＰＥＲＴ）又はバ

ーチャート方式など）により作成した実施工程表により行うものとする。 

   ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容については、省 

略できるものとする。 

（２） 出来形管理 

    受注者は、出来形を出来形管理基準（土木工事：山口県土木工事施工管理基準の

別表第１・管布設工事：本編【管布設工事】）に定める測定項目及び測定基準により

実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形表又は出来形図を作成し、管理

するものとする。 

（３） 品質管理 

  ア．受注者は、品質を品質管理基準（山口県土木工事施工管理基準の別表第２）に定

める試験項目、試験方法及び試験基準により、その管理内容に応じて、工程能力

図、又は品質管理図表（ヒストグラム、ｘʷＲ、ｘʷＲｓʷＲｍなど）を作成し管

理するものとする。 

    ただし、測定数が 10 点未満の場合は品質管理表のみとし、管理図の作成は不要

とする。 

  イ．下記に掲げる工種（イ）、（ロ）、の条件に該当する工事を除き、試験区分で[必須]

となっている試験項目は、すべて実施するものとする。 

  （イ） 路盤 

      維持工事等の小規模なもの（施工面積 500ｍ2 未満のもの） 

  （ロ） アスファルト舗装 

      維持工事等の小規模なもの（施工面積 300ｍ2 未満のもの） 

  ウ．受注者は、セメントコンクリートの適用にあたり、無筋コンクリート構造物のう

ち重力式橋台、橋脚及び重力式擁壁（高さ 2.5ｍを超えるもの）については、鉄筋コ

ンクリートに準ずるものとする。 

（４） 写真管理 

    受注者は、写真管理を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後

明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を

写真管理基準（土木工事：山口県土木工事施工管理基準の別表第３・管布設工事：

本編【工事記録写真撮影基準】）により撮影し、提出しなければならない。 
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６．規格値 

 受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検査・計

測）は、すべて規格値を満足しなければならない。 

 

７．運用 

 山口県土木工事施工管理基準によるものとする。 
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出来形管理基準及び規格値 
 

【管布設工事】 

※管布設工事において、次表の工種に記載のない場合は、土木・構造物工事の工種を使用

すること。 
工 種 測定項目 規格値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘要 

管の据付 占用位置 W ±30 ●路線・口径・管種ごとに、施工

延⾧ 40m につき 1 ヶ所。施工延⾧

が 40m 未満の場合は BP、中間、

EP の３ヶ所測定。 

●土被りは、国の通達（H11.3.31

付け建設省道政発 32  

 
土被りｈ ±30 

  

弁栓類・鉄蓋の

据付 

仕切弁設置 
(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ位置) 

ｾﾝﾀｰ～±30 
●全箇所測定   

弁栓類・鉄蓋の

据付 

管防護工 

消火栓設置 
(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ位置) 

ｾﾝﾀｰ～±30 

段差が無い

こと 

●全箇所測定   

空気弁付消

火栓設置 
(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ位置) 

●全箇所測定   

空気弁設置 ●全箇所測定   
路面との段差 ●全箇所測定   

幅 -30 
●全箇所測定 

●体積は設計値以上とする 
  

管防護工 

推進工 

高さ -30 

±30 

●全箇所測定 

●体積は設計値以上とする 

●発進坑、到達坑で測定 

 

 

 

 辺⾧ 

基準値 

推進工 中心線の変

位 左右±50 

●20m 毎に測定。推進延⾧が

20m 以下の場合は、任意で 2

か所測定。 

  

管底高 
±50 

●20m 毎に測定。推進延⾧が

20m 以下の場合は、両端で測

定。 

  

     

 

【土木・構造物工事】 

 「山口県土木工事施工管理基準」の規定によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

官民境界

h

W
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  品質管理基準及び規格値 
 

【管布設工事】 

※管布設工事において、次表の工種に記載のない場合は、土木・構造物工事の工種を使用

すること。 
工

種 
試験項目 試験方法 規  格  値 試 験 基 準 摘   要 

水

圧

試

験 

管路水圧試験 試験前一昼夜、新

設管内に充水し所

定の水圧を負荷

し、一定時間保持

してこの間の圧力

変化を測定 

管路に漏水等異常が無く、急激な圧

力の降下が生じないこと 

管路工事完了時 水道工事共通仕様書

3.1.22 参照 

 

原則として監督職員の立

会い 

通

水

準

備 

遊離残留塩素の測

定等 

DPD 試薬 上流の水道水と遊離残留塩素が同程

度(0.1～0.4mg/L) 

使用開始前  

管

の

接

合 

ダクタイル鋳鉄管

継手部接合検査 

JDPA の接合要領

書による 

JDPA の接合要領書による すべての継手接合箇所に

ついて実施 

水道工事共通仕様書

3.2.3～3.2.7 参照 

 

チェックシートを使用 

EF 接合（検査～冷

却） 

配水用ポリエチレ

ンパイプシステム

協会発行の施工マ

ニュアルによる 

接合総合判定による合否 すべての継手接合箇所に

ついて実施 

水道工事共通仕様書

3.4.1～3.4.2 参照 

 

チェックシートを使用 

管

の

溶

接 

放射線透過試験 JIS Z 3104 

JIS Z 3050 

JIS Z 3106 

・傷の分類において 3 類以上 

・内面のへこみは、その部分の透過

写真濃度がこれに接する母材部分の

透過写真濃度を超えないこと 

・溶落ちは、いかなる方向に測った

寸法も 1 個につき 6mm 又は管の肉

厚のいずれか小さい方を超えず、試

験部の有効⾧当たり最大寸法の合計

⾧さ 12mm 以下とする 

検査箇所数は溶接箇所数

の 10%とし、撮影 1 口に

つき 1 箇所 

水道工事共通仕様書

3.3.7 参照 

 

WSP008 参照 

 

監督職員の指示で検査箇

所増可能 

超音波探傷試験 JIS Z 3060 傷の分類において 3 類以上 検査箇所数は溶接箇所数

の 10%とし、撮影 1 口に

つき 2 箇所 

検査⾧は 30cm 

水道工事共通仕様書

3.3.7 参照 

 

監督職員の指示で検査箇

所増可能 

内
面
塗
装(

無
溶
剤
系
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
塗
料) 

外観検査 JWWA K 157 異物の混入、著しいムラ、塗り漏れ

などがなく、均一な塗膜であること 

すべての塗装箇所 水道工事共通仕様書

3.3.4 及び 3.3.7 参照 

塗膜厚測定 JWWA K 157 0.4mm 以上(プライマーを含む) 監督職員の指示した箇所 水道工事共通仕様書

3.3.4 

ピンホール JWWA K 157 ピンホール探知機を用いて検査を行

い、火花を発生するような欠陥がな

いこと 

すべての塗装箇所 水道工事共通仕様書

3.3.4 及び 3.3.7 参照 

付着性試験 JWWA K 157 へらを用いてはつり、容易にはがれ

ないこと 

監督職員の指示した箇所 水道工事共通仕様書

3.3.4 及び 3.3.7 参照 
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工

種 
試験項目 試験方法 規  格  値 試 験 基 準 摘   要 

内
面
塗
装(

タ
ー
ル
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
塗
料) 

外観検査 JWWA K 115 異物の混入、著しいムラ、塗り漏れ

などがなく、均一な塗膜であること 

すべての塗装箇所 水道工事共通仕様書

3.3.5 及び 3.3.7 参照 

ピンホール JWWA K 115 ピンホール探知機を用いて検査を行

い、火花を発生するような欠陥がな

いこと 

すべての塗装箇所 水道工事共通仕様書

3.3.5 及び 3.3.7 参照 

塗膜厚測定 JWWA K 115 0.3mm 以上 すべての塗装箇所 水道工事共通仕様書

3.3.5 及び 3.3.7 参照 

付着性試験 JWWA K 115 へらを用いてはつり、容易にはがれ

ないこと 

監督職員の指示した箇所 水道工事共通仕様書

3.3.5 及び 3.3.7 参照 

外
面
塗
装(

ジ
ョ
イ
ン
ト
コ
ー
ト) 

外観検査 JWWA K 153 ・焼損がないこと 

・有害な欠陥となるめくれがないこ

と 

・ジョイントコート両端から 50mm

以内に膨れがないこと 

・工場塗装部との重ね⾧さは 50mm

以上 

・耐衝撃性シートについては、有害

なきずがなく、テープ又は固定バン

ドで確実に固定されていること。 

すべての被覆箇所 水道工事共通仕様書

3.3.6 及び 3.3.7 参照 

ピンホール JWWA K 153 ピンホール探知機を用いて検査を行

い、火花を発生するような欠陥がな

いこと 

すべての塗装箇所 水道工事共通仕様書

3.3.6 及び 3.3.7 参照 

塗膜厚測定 JWWA K 153 加熱収縮後のジョイントコートの厚

さは 1.5mm 以上 

すべての塗装箇所 水道工事共通仕様書

3.3.6 及び 3.3.7 参照 

  

 

【土木・構造物工事】 

「山口県土木工事施工管理基準」の規定によるものとする。 
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工事記録写真撮影基準 
１．目的 
 この基準は、岩国市水道局の発注する水道施設の新設、改良工事等で、受注者が岩国市

水道局に提出する工事記録写真（電子媒体によるものを含む）の撮影方法及び整理方法に

ついて、必要な事項を定め、受注者が工事の経過及び施工管理等の状況を適切に記録する

ことを目的とする。 

 

２．工事記録写真の分類 

 工事記録写真は、次のとおり分類する。 

                      
 

３．工事写真の撮影基準  

 工事写真の撮影は以下の要領で行う。 

（１） 撮影頻度 

   工事写真の撮影頻度は別紙撮影箇所一覧表に示すものとする。 

（２） 撮影方法 

   写真撮影にあたっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読で

きるよう被写体とともに写しこむものとする。 

  ①工事名 

  ②工種等 

  ③測点（位置） 

  ④設計寸法 

  ⑤実測寸法 

  ⑥略図 

   なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付し

て整理する。 

   特殊な場合で監督職員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影する

ものとする。 

災害写真

事故写真

その他（公害、環境、補償等）

工事写真

着手前及び完成写真（既済部分写真等を含む）

施工状況写真

安全管理写真

使用材料写真

品質管理写真

出来形管理写真
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４．写真の省略 

  工事写真は次の場合に省略するものとする。 

 （１） 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場

合は、撮影を省略するものとする。 

 

５．写真の色彩 

  写真はカラーとする。 

 

６．写真の大きさ 

  写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。ただし、次の場合は別の大きさとする

ことができる。 

（１） 着手前、完成写真等はキャビネ版又はパノラマ写真（つなぎ写真可）とするこ

とができる。 

（２） 監督職員が指示するものは、その指示した大きさとする。  

 

７．工事写真帳の大きさ 

  工事写真帳は、４切版のフリーアルバム又はＡ４版とする。 

 

８．工事写真の提出部数及び形式 

  工事写真の提出部数及び形式は次によるものとする。 

（１） 工事写真として、紙媒体では工事完成時に１部提出する。 

（２） 監督職員の指示があった場合は、その指示による。 

 

９．工事写真の整理方法 

  工事写真の整理方法は次によるものとする。 

（１） 工事写真の整理については、工種毎に別紙撮影箇所一覧表の撮影頻度に示すも

のを標準とする。 

 

10．写真の編集等 

  写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、『デジタル工事写真の小黒板情

報電子化基準』（山口県土木建築部平成 29 年５月）に基づく小黒板の電子的記入は、こ

れに当たらない。 

 

11．留意事項等 

  別紙撮影箇所一覧表の適用について、次の事項を留意するものとする。 

 （１） 撮影項目、撮影頻度等が工事内容により不適切な場合は、監督職員の指示によ

り追加、削除するものとする。 
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 （２） 施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。 

 （３） 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認でき

るよう、特に注意して撮影するものとする。 

 （４） 撮影箇所が分かりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置図、平面

図、凡例図、構造図等）をアルバムに添付する。 

 （５） 撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督職員の承諾を得て取り扱いを

定めるものとする。 
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撮影箇所一覧表 
 

【全体】 

区分 工種 
写真管理項目 

摘要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

着工前・完成 着工前 全景又は 

代表部分写真 

着手前１回 

[着手前] 

 

完成 全景又は 

代表部分写真 

施工完了後１回 

[完成後] 

 

施工状況写真 工事施工中 全景又は 

代表部分の 

工事進捗状況 

月１回 

[月末] 

 

施工中の写真 工種種別毎に設計図書に従い

施工していることが確認でき

るように適宜[施工中] 

 

※撮影内容は、別途(撮影内容一覧表)による。  

創意工夫 全景又は 

代表部分写真 

高度技術・創意工夫・社会性

等に関する・社会性等に関す

る実施状況が確認できるよう

適宜 

[施工中] 

高度技術・創意工

夫・社会性等に関

する実施状況の提

出資料に添付 

仮設（指定・任意） 使用材料、 

仮設状況、 

形状寸法 

１施工箇所に１回 

[施工前後] 

 

図面との不一致 図面と現地との不一致状況

写真 

必要に応じて 

[発生時] 

工事打合せ簿に添

付 

立会 品質試験立会確認写真 

配筋(組立)検査立会確認写

真 

立会毎 測定値が確認でき

るよう撮影 

共通仮設費(積上分)

等 

仮設材運搬状況写真 

・搬入状況 

適宜  

試掘状況写真 

・掘削位置、施工前状況 

・試掘状況(h,W,L) 

・埋設物の種類(企業名) 

・埋設物の口径、管種 

・埋設物の位置(W,h) 

・(道路)仮復旧状況 

箇所毎  

施工状況写真 共通仮設費(積上分)

等 

材料置場管理状況写真 

・支給材料受領状況 

・直管管理状況 

・異形管管理状況 

・弁栓類管理状況 

・継手類管理状況 

 

材料受領毎  
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区分 工種 
写真管理項目 

摘要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

  建設副産物仮置場管理状況

写真 

・飛散、流出等の防止措置

状況 

・積上げ高さ制限状況 

・掲示板の設置状況 

建設副産物毎 

仮置場毎 

 

安全管理 安全管理 各種標識類の設置状況 各種類毎に 1 回 

[設置後] 

 

各種保安施設の設置状況 各種類毎に 1 回 

[設置後] 

 

交通誘導警備員配置状況写

真 

各 1 回 

[作業中] 

 

安全訓練等の実施状況 実施毎に 1 回 

[実施中] 

実施状況資料に添

付 

使用材料 材料検収 形状寸法 搬入時毎 

[使用前] 

全景及び材料種別

(刻印等)接写 

検査実施状況 搬入時毎 

[使用前] 

検尺、納品数、製

造時期、傷の有無 

品質管理写真 管工：本仕様書 P.4 による 土工：山口県写真管理基準による  

出来形管理写真 管工：本仕様書 P.5～6 による 土工：山口県写真管理基準による  

災害 被災状況 被災状況及び 

被災規模等 

その都度 

[被災時]、[被災直後]、[被災

後] 

 

事故 事故報告 事故の状況 その都度 

[被災時]、[被災直後]、[被災

後] 

発生前は付近の写

真でも可 

その他 補償関係 被害又は 

損害状況等 

その都度 

[被災時]、[被災直後]、[被災

後] 

 

環境対策 

イメージアップ等 

各施設設置状況 各種毎 1 回 

[設置後] 
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撮影内容一覧表 
 

【管布設工時：本管工】 

※本表に記載のないものは山口県土木工事施工管理基準別表第 3 の規定によるものとす

る。 

区分 工種 
写真管理項目 

摘要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

土工施工状況写真 

 

舗装版切断 舗装版切断状況 1 路線(箇所)適宜  

舗装版破砕 舗装版破砕状況 

・厚さ(t) 

掘削 掘削状況(作業時) 

・掘削機種又は人力 

1 路線(箇所)適宜 

及び土質変化時 

 

埋戻し 掘削状況(終了時) 

(一層転圧) 

(二層転圧) 

(三層転圧) 

1 路線(箇所)適宜 

埋戻し材毎 

 

路盤 施工状況 

・敷均し、整正、締固め 

1 路線(箇所)適宜  

仮舗装 施工状況 

・敷均し、締固め 

本復旧 施工状況 

・敷均し、締固め 

・タックコート施工状況 

・プライムコート施工状況 

・コアー抜取状況 

水替 施工状況 

・水替 

・水中ポンプ規格 

適宜  

コンクリート工 山口県土木工事施工管理基準による  

型枠工 

鉄筋工 

土工出来形管理 埋戻し 路床高 1 路線(箇所)適宜 

又は 40m に 1 回 

小規模の際は監督

職員の指示による 

下層路盤工 幅、厚さ 1 路線(箇所)適宜 

又は 40m に 1 回 

小規模の際は監督

職員の指示による 上層路盤工 

アスファルト舗装工 

基層工 

表層工 

コンクリート工 山口県土木工事施工管理基準による  

型枠工 

鉄筋工 
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区分 工種 
写真管理項目 摘要 

区分 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

管工施工状況写真 管の据付 管吊込み据付状況 1 路線(箇所)適宜 

又は口径、管種毎 

吊上げ時、支持具

等や吊上げ機械が

正しく使用されて

いること 

布設状況 作業日毎 全景(布設完了

時、黒板に配管

図) 

ポリスリーブ被覆 ポリスリーブ被覆状況 

・継目処理 

・折目位置(管頂) 

・粘着テープ 

1 路線(箇所)適宜 

又は口径、管種毎 

 

管の接合 切管製作状況 

・切断 

・検尺 

・切管端面防錆用塗料塗布 

 

箇所毎 

箇所毎 

口径毎適宜 

・GX-G、G-G な

ど継手形式を明記 

・有効⾧を検尺テ

ープ等で示し、そ

の寸法も明示し撮

影 

トルクレンチ締付状況 口径毎適宜  

ライナ取付状況 

・継手 No. 

箇所毎  

HPPE 継手(融着面の切削・

清掃)状況 

・継手 No. 

適宜 

 

 

上越・下越部配管状況 箇所毎 全景(接合完了

時、黒板に配管

図) 

上越・下越部既設物離隔状

況 

箇所毎  

鋼管溶接 施工状況 

・開先形状寸法 

・溶接 

箇所毎  

新旧管連絡 配管状況 

・配管 

・既設管管種 

・既設管口径(D) 

箇所毎  

既設管撤去 管の吊上げ状況 1 路線(箇所)適宜 

又は口径、管種毎 

吊上げ時、支持具

等や吊上げ機械が

正しく使用されて

いること 

不断水丁字管取付 配管状況 

・配管 

・水道用資材(規格・形状寸

法) 

箇所毎  

工場製作工 ・製作状況 適宜  
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区分 工種 
写真管理項目 

摘要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

管工施工状況写真 不断水挿入仕切弁取

付 

配管状況 

・配管 

・水道用資材(規格・形状寸

法) 

箇所毎  

仕切弁室築造 組立状況 

・仕切弁 BOX 

・仕切弁調整リング 

・仕切弁鉄蓋 

箇所毎  

消火栓室築造 組立状況 

・消火栓 BOX 

・調整無収縮モルタル 

・消火栓鉄蓋 

箇所毎  

鋼管塗装 ケレン状況 

塗装状況 

箇所毎  

仮配管 配管状況 

・口径(D) 

・管種 

適宜  

管防護 基礎工施工状況 

・敷均し、整正、締固め 

・コンクリート打設状況 

・型枠設置状況 

箇所毎  

土留設置 土留設置状況 

・打設、引抜き 

・値入⾧ 

・腹起し、切梁間隔 

・部材の形状寸法 

・数量 

箇所毎  

土留（部材の形状寸

法） 

土留（施工数量） 

管工出来形管理写

真 

 

管の据付 ・官民境界からのより(W) 

・土被り(h) 

路線・口径・管種ごとに、施

工延⾧ 40m につき 1 ヶ所。施

工延⾧が 40m 未満の場合は

BP、中間、EP の３ヶ所測

定。 

 

・上越・下越部配管状況(h) 

・上越・下越部既設物離隔

状況(t) 

箇所毎  

新旧管連絡 

不断水丁字管取付 

不断水挿入仕切弁取

付 

・土被り(h) 

 

箇所毎 

 

 

弁栓類・鉄蓋の据付 ・鉄蓋設置方向 

・弁栓類オフセット 

箇所毎  

管防護工 出来形値 

・幅(W) 

・高さ(h) 

・辺⾧(L) 

箇所毎  
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区分 工種 
写真管理項目 

摘要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

管工出来形管理写

真 

管防護工(基礎) 基礎工 

・幅(W) 

・厚さ(t1,t2) 

・延⾧(L) 

箇所毎  

管工品質管理写真 工場製作工 ・外観検査および検尺 

・機能検査 

製品毎  

ダクタイル管の接合 管継手チェック 

・継手 No 

・受口～ゴム端面(b)①～⑧ 

・受口端面～白線(黄線)間

隔(a)①③⑤⑦ 

箇所毎 継手部接写(計測

値記入黒板) 

HPPE の接合 HPPE 継手(融着)状況

HPPE 継手(インジケーター

確認)状況 

・継手 No. 

箇所毎 継手部接写(時間

記入黒板) 

 

水圧試験 ・試験実施箇所および水圧

計の結果と経過時間 

箇所毎 時間経過を証明で

きるものと撮影 

セメント・コンクリ

ート（施工） 

・塩化物総量規制 

・スランプ試験 

・コンクリートの圧縮試験 

コンクリートの種類毎に 1 回 管路防護コンクリ

ート 

鋼管溶接 ・放射線投下試験状況 

・超音波探傷試験状況 

全検査箇所  

鋼管塗装 ・外観検査 

・塗膜厚測定 

箇所毎  

 

【水管橋・橋梁添架工】 

区分 工種 
写真管理項目 

摘要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

施工状況写真 下部工躯体 施工状況 

・基準高(▽) 

・幅(W1、W2) 

・厚さ(t) 

・高さ(h) 

・⾧さ(L) 

1 基毎適宜  

部材製作 製作状況 

・原寸 

・仮組立寸法 

適宜  

塗装 塗装状況 

・ケレン 

・塗装 

・塗装厚さ(t) 

・検査 

 

 

箇所毎各層毎  
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区分 工種 
写真管理項目 

摘要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

施工状況写真 架設 架設状況 

・搬入 

・支承取付 

・地組 

・けた架設 

・キャンバー 

箇所毎または径間毎  

添架 添架状況 

・添架 

・支持金物取付 

箇所毎  

使用材料 水道用資材検収 検収状況(規格・形状寸法・

数量) 

・鉄筋(ロットナンバー)検

収写真 

・水道用資材検収写真 

・塗料検収写真 

・添架金物検収写真 

納入毎  

施工状況写真 立会 立会状況(立会者氏名) 

・使用材料立会確認写真 

・品質試験立会確認写真 

・配筋(組立)検査立会確認

写真 

適宜  

 

【推進工】 

区分 工種 
写真管理項目 

摘要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

施工状況 立坑(支圧壁) 支圧壁施工状況 

・基準高(▽) 

・幅(W) 

・厚さ(t) 

・高さ(h) 

・⾧さ(L) 

箇所毎  

仮設設備 設備設置撤去状況 

・立坑設備 

・発進設備 

・電気設備 

・連絡通信設備 

・安全設備 

・換気設備 

・運搬設備 

・排水設備 

・送排泥設備 

・泥水設備 

 

 

箇所毎  
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区分 工種 
写真管理項目 

摘要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 

 刃口 刃口設置状況 

・外径寸法、ひずみ 

箇所毎  

推進 管据付状況 

・推進用管 

・さや管 

施工状況 

・掘削・送排泥 

・残土発生土搬入 

・裏込め注入作業 

・発進口(厚さ(t)、仕上り外径(D)) 

・到達口(厚さ(t)、仕上り外径(D)) 

区間毎または 50m 毎  

出来形管理写真 推進工 線形管理値 

・基準高(▽) 

・中心線の変位 

・管底高 

区間毎または 50m 毎  

使用材料 水道用資材検収 検収状況(規格・形状寸法・

数量) 

・鉄筋(ロットナンバー)検

収写真 

・水道用資材検収写真 

・生コンクリート検収写真 

・セメント検収写真 

納入毎  

 

※シールド工においては、山口県土木工事施工管理基準の規定によるものとする。 

 

【土木・構造物工事】 

「山口県土木工事施工管理基準」の規定によるものとする。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

18 

 

 

工事完成図等作成要領 
 

１．適用 

（１） この要領は、受注者が岩国市水道局（以下、「水道局」という。）に提出する水 

道施設の新設、更新、改良、撤去工事等において、工事完成図面及び日報等の作

成基準を定めたものである。 

（２） 作図一般、記号の一般的用法、その他この基準にないものは、関係規格規定

（各協会の規定）または、監督職員の指示によるものとする。 

（３） この要領は、発注者が水道局以外の工事であっても、水道局の財産あるいは関

連するものであれば、適用するものとする。 

 

２．構成 

 完成図は、工事内容に基づき、次に掲げる図面をもって構成する。 

 ア 表題 

 イ 図面目録 ※図面が５枚以上となる場合 

 ウ 位置図 

 エ 平面図 

 オ 縦断図 

 カ 断面図 

 キ 詳細図 

 ク 管割図 

 ケ 給水管詳細図 

 コ 撤去管及び残置管図 

 サ 弁栓類位置寸法図（オフセット） 

 シ 弁栓類等製作図 

 

３．留意事項 

（１） 作図は出来る限り簡素化した製図技法を用い、明瞭かつ十分識別できることを

原則とする。 

（２） 図面は配管図記号で記入する。（配布図書及び別紙①・②・③参照） 

（３） 文字は、横書き、楷書で記入することを原則とし、文字及び線は、明瞭かつ十

分に識別できるものとする。 

（４） 図面の規格は、原則としてＡ１版トレース用紙、またはマイラーを使用し、こ

れによりがたいときは、Ａ２版トレース用紙を使用する。 

（５） 完成図面及び日報に記入する寸法は、口径のみｍｍ、その他はｍで表し、小数

点第三位まで記入することとし、寸法の単位は記入しない。 
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４．表題 

（１） 表題欄の位置 

     表題欄は、図面の右下隅縁どり線に接して記載する。 

 （２） 記載事項 

     表題欄には、次の項目を記載する。 

     （竣工年度）：竣工年度を記載する。 

     （工事番号）：工事番号を記載する。 

     （工事名）：工事名を記載する。 

     （図名）：その図面に記載している項目を記載する。（例：完成図、平面図、詳

細図、断面図、オフセット図、給水管詳細図等） 

     （図番）：「図面番号／総図面枚数」を記載する。 

     （縮尺）：原図の図面サイズに対応した縮尺を記載する。図面内に複数の縮尺が

存在する場合は、「内記」と記入する。 

     （完成年月日）：工事が完成した年月日を記載する。 

     （工事内容表）：管路工事の場合は、表題枠上に施工会社名を記載し、その下に

表を記載する。表の内容は、布設（撤去）管種・管種記号・口

径・単位数量および設置弁栓類・口径・単位・数量とする。 

 （３） 表題欄の様式 

     表題欄の様式例を次に示す。 
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５．位置図 

 （１） 縮尺 

位置図は、縮尺 1/2500 または 1/5000 の地形図を使用する。 

 （２） 図面の配置 

施工箇所の所在を示すものであるため、原則として紙面上部を北とし（ただし

構成上不可能な場合はこの限りではない）、町名及び目標となる著名な建物等の名

称、方位を正確に記入する。 

 （３） 記入事項 

ア 管路工事の場合は、位置図上に施工箇所を太線で記し、管種、口径、施工延

⾧等を記載する。 

    イ 管路工事の場合は、始点及び終点を記入する。 

    ウ 管路工事の場合、工事路線が複数ある場合は、囲いごとに平面図が記載され

ている完成図面番号を明記する。 

    エ なお、施工箇所の所在が平面図で示すことができる場合等は、平面図を位置

図としてもよい。 

 

６．平面図 

 （１） 図面の配置 

     平面図は、配管平面図の上段に記載することを原則とする。また、位置図と同

じ方向とすることが望ましい 
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 （２） 縮尺 

     縮尺は、1/500 を標準とするが、設計図が他の縮尺の場合は、監督職員の指示に

よるものとする。 

 （３） 記入事項 

    ア 平面図は、原則として位置図と同じ方向となるように作成し、タイトル、縮

尺、方位を記入する。 

    イ 地形図は工事路線（道路）の両側 10～20ｍ程度とし、町名、住居番号及び目

標物、公共施設名、家屋等を記入する。 

    ウ 新設管路は太い実線、既設管路は破線を用いて必ず正確な位置に記入する。 

    エ 設計・施工時において、下水、ガス、ＮＴＴ及び電線ケーブル等を調査した

場合は、できるだけ当該既設埋設物の位置を記入する。 

    オ 新設管は、路線ごと引き出し線と寸法線で、名称、口径、管種及び延⾧を記

入する。 

    カ 撤去管及び残置管（充填工）の位置を記入し、引き出し線と寸法線で、名

称、口径、管種及び延⾧を記入する。 

    キ 弁栓類は、必ず正確な位置で記入する。 

 

７．配管平面図 

（１） 図面の配置 

配管平面図は原則として平面図の向きに合わせ記入する。 

（２） 縮尺 

ここでは、管割などを重視するため、縮尺はノンスケールとする。 

（３） 記入事項 

ア 施工管路をすべて記入し、記載位置は平面図の下段を原則とする。 

イ 直管、異形管、切管、仕切弁、消火栓、空気弁他すべて配管記号を用いて記入

し、名称、寸法及び数量も合わせて記入する。また、接続する既設管は、破線に

て記入する。 

ウ 配管平面図に工事日報番号を記入する。 

エ 直管の布設管は、布設した順番（工事写真と同一）に連続番号を記入し、管本

体記入番号に合わせる。（切管は、それぞれ単⾧及び呼称[例：甲切管（ＧＸʷ

Ｇ）や乙切管（ＧＸʷＧ又はＧʷＧ）など挿口形状]を記入し、連続番号から除

く。） 

オ 曲管の向きは、ＨＢ（横振り）・ＶＢ（縦振り）・ＣＢ（斜め振り）で表し、こ

こでは、平面で表現し、別途、詳細図を記載する。 

カ ＩＰ点（折れ点）間距離を記載する。 

キ 給水管分岐がある場合は、相互間距離を記入し、さらに目標となる仕切弁、消

火栓からの距離を記入する。 
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８．詳細図 

 （１） 図面の配置 

     詳細図及び各種構造図は、平面、断面、正面及び側面等相互の関連付けをして

配置する。 

 （２） 縮尺 

     各種構造図等に関しては 1/100 を標準とするが、設計図が他の縮尺の場合は、

設計図と同一の縮尺とする。 

     配管詳細図に関しては７．（２）に準ずる。 

 （３） 記入事項 

   ア 詳細図を複数箇所作成する場合は、詳細図の前（上）にサブタイトルを追記す

る。 

   イ 平面詳細図と断面詳細図がある場合、両方に引き出し線で管種、名称、口径及

び規格・寸法を記入し、対比できるように作成する。 

   ウ 障害物等を避けるため伏超し配管等を実施した場合、その障害物との離隔や形

状・寸法・材質・名称等の情報を記載する。 

   エ 管防護を実施した箇所は防護コンクリートの寸法及びコンクリート内の管の位

置（上下左右のかぶり）を記載する。 

 

９．縦断図 

 （１） 作成基準 

     管路工事においては、縦断図は、取水・導水・送水・揚水管及び 400ｍｍ以上の

配水管および推進・シールド工法について作成する。 

 （２） 図面の配置 

     縦断図は、平面図の下側とし、図面が対照できるように作成し、始点は左側と

する。 

 （３） 縮尺 

     水平方向の縮尺は平面図と同一とし、縦方向の縮尺は 1/100 とする。 

 （４） 記入事項 

   ア 縦断図の上側にタイトル及び縮尺を記入し、数値表示欄は左側に上欄より次の

順で記入する 

     なお、縦断図を分割した場合の数値表示欄には、すべて名称を記入する。 

     (ｱ) 土被り 

     (ｲ) 管天高 

     (ｳ) 地盤高 

     (ｴ) 追加距離 

     (ｵ) 単距離 
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     (ｶ) 測点 

   イ 新設管は実線で記入し、直管、異種管、切管、異形管及び弁栓類等は、継手箇

所を配管記号で記入する。また、引き出し線で管種、名称、口径及び規格・寸法

を記入する。 

   ウ 既設物との交差部の間隔が判明する箇所は、寸法を記入する。 

 

10．断面図 

 （１） 図面の配置 

     断面図は、平面図の周辺又は別紙面に平面図で記入された番号（測点）に従い

作成する。 

 （２） 縮尺 

     縮尺は 1/100 または 1/50 とするが、設計図が他の縮尺の場合は設計図と同一の

縮尺とする。 

 （３） 記入事項 

   ア 断面図の上側にタイトル及び縮尺を記入する。 

   イ 断面図の間隔と位置は「工事記録写真撮影基準」に基づき、40ｍを標準とする

が、変化点がある場合は追加して記入する。ただし、支障移転等や短距離の布設

工事の場合はＢＰ（始点）、中間点、ＥＰ（終点）、変化点とする。 

   ウ 表示は、ＡʷＡd、アʷアb、①ʷ①d等用い、断面方向がわかるように記載す

る。 

   エ 寄りは、原則として官民境界線からの距離とする。（境界位置を明確にする） 

   オ 深度はＧＬから管頂までの距離とする。 

   カ 施工にあたり位置確認した他の埋設物件（下水、ガス、ＮＴＴ及び電線ケーブ

ル等）や既設管の残地等に関する情報も可能な限り記載する。 

 

11．オフセット図 

 （１） 図面の配置 

     オフセット図は、別紙面に平面図で記入された番号に従い作成する。 

 （２） 縮尺 

     縮尺はノンスケールとする。 

 （３） 記入事項 

   ア オフセットをとる場合は、弁栓類、必要に応じて工事起終点その他必要とする

箇所とし、引照点の原則３箇所とする。 

   イ 引照点となるものは、永久構造物（境界プレート、石杭、地先境界の角等）を

原則とし、引照点の名称を記入する。ただし、引照点が３箇所未満の場合は、管

路に対して垂直方向の官民境界としてもよい。 
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12．給水管詳細図 

（１） 図面の配置 

      給水管詳細図は、別紙面にて作成する。 

（２） 縮尺 

     縮尺はノンスケールとする。 

 （３） 記入事項 

   ア 給水分岐位置がわかるように、給水分岐した配水管を記載し、相互間距離を記

入する。また、給水分岐後の配管を配管記号等を用いて記入し、名称、寸法及び

数量も合わせて記入する。接続する既設管は、破線にて記入する。 

   イ 給水分岐ごとに工事日報番号、住所等を記入する。 

 

13．撤去管図及び残置管図 

 （１） 図面の配置 

     撤去管図及び残置管図は、別紙面にて作成する。 

 （２） 縮尺 

     縮尺は 1/500 とする。 

 （３） 記入事項 

   ア 撤去管は実線、残置管は点線で記入する。 

   イ 撤去管図及び残置管図においては、布設平面図とは別に同じ平面図を使用し、

撤去及び残置部分の起点・終点及び口径・管種・延⾧も記入する。 

 

14．凡例 

 （１） 図面の配置 

     凡例は、位置図又は平面図と同一紙面の右側の工事内容表の上に記入する。 

 （２） 記入項目 

     新設管の管種記号、ライナ使用箇所、Ｇ、ＰʷＬｉｎｋ使用箇所、離脱防止金

具使用箇所など当該図面内の使用管種や引き出し線を用いて名称を記入しないも

のを記載する。 

 

15．完成図面の標準配置 

 原則、別紙④を参照し、構成上不可能な場合はこの限りではない。 

 

16．日報作成について 

 （１） 留意事項 

     日報は、監督職員の指定する様式で、原則、翌営業日のできる限り早めに監督

職員に提出する。 

 （２） 記入事項 
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   ア 工事番号、工事名、施工年月日、工事場所、受注者名等必要事項を記入する。 

   イ 使用材料は、原則、配布図書に記載している名称で、形状・寸法・規格、単

位、数量、単⾧、延⾧を正確に記載する。 

   ウ 「単⾧」の欄は、直管、切管の⾧さ及び異形管類の⾧さ、ライナの場合はライ

ナを使用した場合の継手の伸びを記載する。 

   エ 切管の場合呼称を記入する。（例：甲切管 GX-G 等） 

   オ 工事略図は、完成図面と同一とし、既設管及び前の日報番号とつながる管を黒

色実線とし、当日施工分を赤色実線とする。 

    

17．給水装置工事完成図 

 （１） 縮尺 

     縮尺はノンスケールとする。 

 （２） 記入事項 

     完成図は、別紙⑤を参照に水道局指定の用紙に作図する。 

     ※作図用紙は監督職員から受領する。 

 

18．その他 

  この要領に記載のない事柄が発生した場合、原則、監督職員と協議する。 

 

別紙① 

 

表１ 管種記号 

 管    種 記    号 

１ ダクタイル鋳鉄管 ＤＩＰ 

２ ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 ＤＩＰʷＮＳ 

３ ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 ＤＩＰʷＧＸ 

４ 鋳鉄管 ＣＩＰ 

５ 硬質塩化ビニル管 ＶＰ 

６ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 ＨＩＶＰ 

７ ＲＲ形耐衝撃性硬質塩化ビニル管 ＨＩＶＰʷＲＲ 

８ 硬質塩化ビニルライニング鋼管（内面） ＳＧＰʷＶＢ 

９ 硬質塩化ビニルライニング鋼管（内外面） ＳＧＰʷＶＤ 

10 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰʷＨＶ 

11 ポリ粉黛ライニング鋼管 ＳＧＰʷＰ 

12 亜鉛メッキ鋼管 ＧＰ 

13 塗覆装鋼管 ＳＴＷＰ 
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14 ステンレス鋼管 ＳＵＳ 

15 鋼帯がい装ポリエチレン管 ＷＥＥＴ 

16 水道耐震型ポリエチレン管 ＨＰＰＥ 

17 ポリブデン管 ＰＢＰ 

18 鋼管 ＣＰ 

※給水工事施工基準より一部抜粋 
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資料 

工事打合せ簿（参考） 
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平成 27 年度 制定 （配水管布設工事基準から変更）     岩国市水道局 配水課 

 

平成 27 年度 改定 （配水管布設工事完成図面及び日報作成要綱追加） 岩国市水道局 配水課 

 

平成 30 年度 改定 （給水装置工事完成図作成要綱追加）   岩国市水道局 配水課 

 

令和３年７月  制定 （配水管布設工事仕様書から変更）   岩国市水道局 建設課 

 

令和４年４月 一部改訂（水道工事共通仕様書施工管理編一部改定）岩国市水道局 建設課 

 

令和 5 年４月 一部改訂（水道工事共通仕様書施工管理編一部改定）岩国市水道局 建設課 

 

令和６年４月 一部改訂（水道工事共通仕様書施工管理編一部改定）岩国市水道局 建設課 

 

令和７年７月 一部改訂（水道工事共通仕様書施工管理編一部改定）岩国市水道局 建設課 

 

令和８年５月 一部改訂（水道工事共通仕様書施工管理編一部改定）岩国市水道局 建設課 

 

 


